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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年２月２６日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 徳島県鳴門市撫養
む や

港 

鳴門市所在の大磯埼灯台から真方位１６９°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１０.５′ 東経１３４°３８.５′） 

事故調査の経過  平成２４年２月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 鳴
めい

漁
りょう

丸、１.６トン 

 ＴＯ３－１７５２２（漁船登録番号）、個人所有 

 ８.４８ｍ（Lr）×２.０９ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関２基（船外機）、８０kＷ及び６０kＷ（動力漁船登録票

による）、昭和６３年６月２５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 昭和５１年５月１４日 

  免許証交付日 平成１８年７月７日 

         （平成２４年５月１４日まで有効） 

甲板員 女性 ６１歳 

操縦免許なし 

 死傷者等 死亡 １人（船長）、軽傷 １人（甲板員） 

 損傷 本船 船首部船底から船体中央部にかけて破口を伴う擦過傷、操舵室

上部脱落 

消波ブロック 擦過痕 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成２４年２月２６日０４時

ごろ鳴門市粟津
あ わ づ

漁港を出港し、前日、撫養港内の２か所に仕掛けてい

た刺網を揚収した後、粟津港内の刺網設置場所に向かった。 

 船長は、操舵室の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、撫養港内の南

北方向に設置された消波ブロック北端付近（以下「本件消波ブロック」

という。）の東側（沖側）を本件消波ブロックに沿って約１０ノットの
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速力で南南西進中、本船が、０５時３０分ごろ、本件消波ブロックに

乗り揚げ、左舷側に傾斜して転覆した。 

 甲板員は、乗り揚げた衝撃で右舷方の海に投げ出された。 

 本船は、付近を航行中の僚船に、転覆した状態で発見され、僚船が、

本件消波ブロックにつかまっていた甲板員を救助したものの、本船の

周辺には船長が見当たらなかったので、所属漁業協同組合に連絡し、

同組合が、０７時００分ごろ海上保安庁へ１１８番通報を行った。 

 船長は、０８時００分ごろ転覆した本船の操舵室内で発見されたが、

死亡が確認され、溺死と検案された。また、甲板員は、救急車により

病院に搬送され、顔面切創及び腰部打撲傷と診断された。 

 本船は、僚船にえい
．．

航され、０８時３０分ごろ粟津漁港に帰港した。

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風速 約１０m/s、視界 良好 

   徳島地方気象台の鳴門市における気象警報及び注意報の発表状

況は、次のとおりであった。 

    ２月２５日０４時２５分～２月２７日０４時０６分 

    強風波浪注意報 

   神戸海洋気象台の瀬戸内海における地方海上警報の発表状況 

    ２月２４日２３時４０分～２月２７日２１時００分 

    海上風警報 

海象：海上 平穏、波高 約０.５０～１.２５ｍ、潮汐 下げ潮の末

期、潮高 約５０㎝、海水温度 約９℃ 

日出時刻：０６時３５分 

 その他の事項  船長は、約４０年にわたって漁業に従事し、ふだんは夕方に出港し

て刺網を投入し、翌朝に揚網しており、本件消波ブロック付近を航行

する場合には、同ブロックから約２０～３０ｍ離した所を航行してい

た。 

 本船には、自動操舵装置がなく、帰港後に陸揚げしたときの船外機

の調速機の位置は、船尾部中央に取り付けた船外機（８０kＷ）が前進

及び予備の船外機（６０kＷ）が中立となっていた。 

 船長は、黒色のヤッケ（防寒用上着）と灰色のトレーナーを着用し

ていたが、救命胴衣を着用していなかった。 

 本船の喫水は、船首約０.４０ｍ、船尾約０.８０ｍであった。 

 本事故発生場所付近には、鳴門市里浦町の海岸線に沿って南南西方

向に消波ブロック（１列当たり最長約３００ｍ）が１２列設置されて

おり、本件消波ブロックは、最北端に設置されたものであった。 

地元漁船は、消波ブロックに沿って航行する場合、消波ブロックと

消波ブロックの東側（沖側）に設置された定置網との間を航行してい

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

あり 

 本船は、撫養港を南南西進中、船長が本件消波ブロックに接近して

航行したことから、本件消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。

 船長は、溺死した。 

本船が本件消波ブロックに接近して航行した状況及び船長が溺死し

た状況については、船長が死亡し、また、甲板員から情報が得られな

かったため、明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、撫養港を南南西進中、船長が本件消波ブ

ロックに接近して航行したため、本件消波ブロックに乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

・救命胴衣を着用すること。 

 

 

 




